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IoT 関連技術に関する事例について 

 

“「モノ」がネットワークと接続されることで得られる情報を活用し、新たな

価値・サービスを見いだす技術”(IoT(Internet of Things)関連技術)に係る特許出

願について、特許・実用新案審査基準を適用したときの運用の例示を充実させる

ため、以下1.～3.の観点から合計12事例を、特許・実用新案審査ハンドブックの

附属書A及び附属書Bに示す。 

また、これらの事例の特許・実用新案審査ハンドブックにおける掲載箇所が複

数箇所（附属書A 3.、同4.、同5.、附属書B第1章3.）にわたることから、全事例

を総合的に把握できるよう、第3頁以降に事例集としてまとめて示す。 

 

1. 発明該当性の判断 

IoT関連技術は、コンピュータソフトウエアを必要とすることがある。 

審査官は、そのようなコンピュータソフトウエアを必要とするIoT関連技術

の発明該当性の判断についても、他のコンピュータソフトウエアを必要とする

技術についての発明該当性の判断と同様に、“審査基準 第III部 第1章 発明該

当性及び産業上の利用可能性”及び、“審査ハンドブック附属書B 第1章 コン

ピュータソフトウエア関連発明”に従って行う。 

 

事例一覧 

(附属書 A 3. 発明該当性及び産業上の利用可能性に関する事例集) 

電気炊飯器の動作方法、動作プログラム ······ ：事例4-2 

(附属書 B 第 1 章 3. 事例) 

無人走行車の配車システム及び配車方法1 ···· ：事例2-9 

(附属書 B 第 1 章 3. 事例) 

無人走行車の配車システム及び配車方法2 ···· ：事例2-10 

 

2. 新規性の判断 

IoT 関連技術は、通常、複数の装置や端末がネットワークで接続されたシス

テムで実現されるため、当該システムの一部の装置や端末がサブコンビネーシ

ョン(注)の発明として特許出願されることがある。 

審査官は、IoT関連技術のサブコンビネーションの発明の新規性の判断につ

いても、他のサブコンビネーションの発明についての新規性の判断と同様に、

“審査基準 第III部 第2章 第4節 4. サブコンビネーションの発明を「他のサ

ブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場

合”に従って行う。 
 (注) サブコンビネーションとは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明、二

以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等(以上をコンビネーションという。) 

に対し、組み合わされる各装置の発明、各工程の発明等をいう。 

 

事例一覧 

(附属書 A 4. 新規性に関する事例集) 

(2016.09.28公表版)

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun_bm/03_0100bm.pdf
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ロボット装置 ··········································· ：事例35 

水処理装置 ·············································· ：事例36 

健康管理システム、端末装置 ····················· ：事例37 

ドローン見守りシステム、ドローン装置 ······ ：事例38 

 

3. 進歩性の判断 

審査官は、IoT 関連技術の発明の進歩性の判断についても、他の発明につい

ての進歩性の判断と同様に、“審査基準 第 III 部 第 2 章 第 2 節 進歩性”に従

って行う。 

IoT 関連技術の発明においては、引用発明との相違点に関し、「モノ」がネッ

トワークと接続されることで得られる情報の活用による有利な効果が認められ

る場合がある。このような場合には、審査官は、当該効果を「進歩性が肯定さ

れる方向に働く要素に係る諸事情」の一つに含めて進歩性の判断を行う。 

 

事例一覧  

(附属書 A 5. 進歩性に関する事例集) 

サプライチェーン管理方法 ························ ：事例26 

ランニング支援システム ···························· ：事例27 

豪雨地点特定システム ······························· ：事例28 

医療機器保守サーバ ·································· ：事例29 

建設機械保守サーバ ·································· ：事例30 

 

4. 留意事項 

次頁以降の事例集は、IoT 関連技術の出願における特定の請求項の記載形式

を推奨するものではない。 

その他の留意事項については、附属書 A 及び B 冒頭頁の(留意事項)を参照さ

れたい。 

  

(2016.09.28公表版)
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IoT 関連技術に関する「特許・実用新案審査ハンドブック」事例集 
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1. 発明該当性に関する事例 
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〔事例 4-2〕 電気炊飯器の動作方法、動作プログラム 

 

発明の名称 

 電気炊飯器の動作方法、動作プログラム 

  

特許請求の範囲 

【請求項 1】 

ネットワークを介して外部サーバと通信可能な電気炊飯器の動作方法であって、 

前記外部サーバから、複数のユーザの炊き方の好み、帰宅時間及び内食の有無に関す

る情報を受信するステップと、 

前記帰宅時間及び内食の有無に関する情報に基づいて、内食の予定があるユーザの

うち、最速のユーザの帰宅時間の直前に炊飯が完了するよう、炊飯の開始時間を設定す

るステップと、 

前記炊き方の好み及び内食の有無に関する情報に基づいて、内食予定の複数のユー

ザの炊き方の好みを最適化した炊き方で、炊飯を実行するステップと、 

を含む、電気炊飯器の動作方法。 

【請求項 2】 

請求項 1 に記載の方法を電気炊飯器に実行させるための、動作プログラム。 

 

発明の詳細な説明の概要 

 電気炊飯器と、当該電気炊飯器を利用する複数のユーザの炊き方の好み及びスケジ

ュール情報を管理する外部サーバとをネットワークを介して接続させた。当該外部サ

ーバに対しては、ネットワークを介してユーザの携帯端末からアクセス可能であり、ユ

ーザが適宜、炊き方の好みやスケジュール情報を外部サーバに登録及び更新すること

ができる。電気炊飯器は、外部サーバから取得した、ユーザの炊き方の好み、帰宅時間

及び内食の有無に関する情報を利用して、以下の付加機能を提供できる。 

(1) ユーザの帰宅時間及び内食の有無に関する情報に基づいて、内食の予定があるユー

ザのうち、最速のユーザの帰宅時間の直前に炊飯が完了するよう、炊飯の開始時間

を設定する。 

(2) ユーザの炊き方の好み及び内食の有無に関する情報に基づいて、内食予定の複数の

ユーザの炊き方の好みを最適化した炊き方により、炊飯を実行する。炊き方の好み

としては、炊きあがりの米の食感を示す「もちもち」「しゃっきり」等があり、あら

かじめユーザごとに好みが外部サーバに登録されている。最適化した炊き方として

は、内食予定のユーザ全員の好みに沿うよう、炊飯時間や温度等を適切に制御した

炊飯を実行する。 

 

［結論］ 

 請求項 1に係る発明は、「発明」に該当する。 

 請求項 2に係る発明は、「発明」に該当する。 

 

［説明］ 

(2016.09.28公表版)
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・請求項 1について 

請求項 1 に係る発明は、コンピュータソフトウエアを利用した電気炊飯器の動作方

法である。そして当該電気炊飯器は、外部サーバから取得したユーザの炊き方の好み、

帰宅時間及び内食の有無に関する情報に基づいて、炊飯の開始時間や炊き方を制御す

るものであるから、請求項 1 に係る発明は、機器である電気炊飯器が炊飯を実行する

ための制御又は制御に伴う処理を具体的に行うものである。よって、請求項 1 に係る

発明は、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作であるから、「発明」に該当

する。 

 

・請求項 2について 

請求項 2 に係る発明は、「発明」に該当する方法をコンピュータに実行させるための

プログラムであるから、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作であり、「発

明」に該当する。 

 

(補足説明) 

請求項 1 及び 2に係る発明が「発明」に該当するか否かは、審査基準「第 III部第 1

章 発明該当性及び産業上の利用可能性」により判断されるので、コンピュータソフト

ウエアという観点からの検討は行われない。 

  

(2016.09.28公表版)

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun_bm/03_0100bm.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun_bm/03_0100bm.pdf
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〔事例 2-9〕 無人走行車の配車システム及び配車方法１ 

 

発明の名称 

無人走行車の配車システム及び配車方法１ 

 

特許請求の範囲 

【請求項 1】 

配車サーバと、配車希望者が有する携帯端末と、無人走行車とから構

成されるシステムであって、 

前記携帯端末が、 

ユーザ ID 及び配車位置を前記配車サーバに送信する送信部を備え、 

前記配車サーバが、 

ユーザ ID に対応付けてユーザの顔画像を記憶する記憶部と、 

前記携帯端末から受信したユーザ IDに対応付けて記憶された顔画像

を前記記憶部から取得する取得部と、 

無人走行車の位置情報及び利用状態に基づいて、配車可能な無人走行

車を特定する特定部と、 

前記特定された無人走行車に対して、前記配車位置及び顔画像を送信

する送信部と、を備え、 

 前記無人走行車が、 

 前記配車位置まで自動走行する自動走行部と、 

前記配車位置にて、周囲の人物に対して顔認識処理を行う顔認証部

と、 

受信した前記顔画像に一致する顔の人物を配車希望者と判定し、無人

走行車の利用を許可する判定部と、を備えることを特徴とする、 

無人走行車の配車システム。 

 

【請求項 1】 

「発明」に該当

する。 

【請求項 2】 

ユーザ IDに対応付けてユーザの顔画像を記憶する記憶部を備える配

車サーバと、配車希望者が有する携帯端末と、自動走行部及び顔認証部

を備える無人走行車とから構成されるシステムにおいて実行される、無

人走行車の配車方法であって、 

前記携帯端末が、 

ユーザ ID 及び配車位置を前記配車サーバに送信するステップと、 

前記配車サーバが、 

前記ユーザ IDに対応付けられて記憶された顔画像を前記記憶部から

取得するステップと、 

無人走行車の位置情報及び利用状態に基づいて、配車可能な無人走行

車を特定するステップと、 

前記特定された無人走行車に対して、前記配車位置、及び前記顔画像

を送信するステップと、 

【請求項 2】 

「発明」に該当

する。 

(2016.09.28公表版)
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 前記無人走行車が、 

 自動走行部によって、前記配車位置まで自動走行するステップと、 

前記配車位置にて、顔認証部が周囲の人物に対して顔認識処理を行

い、受信した前記顔画像に一致する顔の人物を配車希望者と判定し、無

人走行車の利用を許可するステップと、 

からなる、無人走行車の配車方法。 

 

 

図面   

 

発明の詳細な説明 

[背景技術] 

本発明は、遊園地やテーマパークなどの所定の敷地内において、無人走行車を利用し

たサービスに関する。 

[発明が解決しようとする課題] 

遊園地やテーマパークなどの所定の敷地内における移動手段としては、特定のルー

トを走行するシャトルバス等の乗り物があるが、広大な敷地内をタクシー感覚で自由

に移動するための乗り物を提供するサービスは存在しなかった。 

[課題を解決するための手段] 

本発明は、上記課題を解決するために、公知の技術である無人走行車（運転手が不要

で自動走行が可能な車両）を用いた、利用者の認証まで含む配車サービスを提案するも

のである。 

まず、所定の敷地内に、複数の無人走行車を自由に走行可能な状態で配置する。ユー

ザは敷地内において、自身の携帯端末から配車サーバにアクセスして配車依頼をする

ことにより、希望する配車位置に無人走行車を呼び出すことができる。前記配車希望を

受け付けた配車サーバは、配車可能な無人走行車を特定し、配車位置に向かうよう指示

(2016.09.28公表版)
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を出す。無人走行車は、自動走行によって配車位置に到着後、顔認証によりユーザの認

証を行い、認証が完了次第、ユーザに乗車を促す。これによりユーザは、タクシー感覚

で敷地内の希望する目的地に移動することができる。 

[発明を実施するための形態] 

以下、具体的なシステム構成及び動作内容について述べる。 

所定の敷地内の複数の無人走行車、配車サーバ及び携帯端末は、ネットワークを介し

て通信可能である。配車サーバにおいて、無人走行車それぞれの位置情報、及びユーザ

が乗車中か否かを示す利用状態に関する情報を一元管理している。 

配車希望者であるユーザは、まず、携帯端末を操作して、配車サーバに対して配車位

置を指定した無人走行車の配車依頼をする。当該配車依頼により、配車希望者のユーザ

IDと配車位置とを含んだ情報が配車サーバに送信される。配車サーバは、あらかじめ、

ユーザ ID とユーザの顔画像とを対応付けて記憶した記憶部を備えており、携帯端末か

ら、ユーザ ID 及び配車位置を受信すると、当該記憶部から当該ユーザ ID に対応する

顔画像を取得する。続いて配車サーバは、ネットワークを介して取得した各無人走行車

の位置情報及び利用状態に基づいて、配車可能な無人走行車を特定する。そして、特定

された無人走行車に配車位置及び顔画像を送信し、当該配車位置に向かうよう指示を

出す。 

無人走行車は、運転手が無人の状態においても、目的地まで自律走行することが可能

な自動走行部を有する。当該自動走行部は公知の技術で実現可能であり、例えば、備え

付けのレーダーやセンサ、GPS 等から取得した車両周辺情報や位置情報等の各種情報

を人工知能が処理し、モーターやステアリングの駆動を制御することで実現される。さ

らに、無人走行車は車外を撮影するカメラを用いての顔認証部を備えており、配車位置

に到着後、周囲の人物に対して顔認識処理による本人確認を行う。そして、配車サーバ

から受信した顔画像に一致する顔の人物を認識した場合には当該人物を配車希望者と

判定し、車体のドアを解錠して乗車を促すことで利用を許可する。 

これにより、所定の敷地内において、無人走行車を用いた配車サービスが実現され

る。 

［結論］ 

請求項 1 に係る発明は、「発明」に該当する。 

請求項 2 に係る発明は、「発明」に該当する。 

 

［説明］ 

・請求項 1について 

請求項 1 には、配車サーバが、受信したユーザ ID に対応付けて記憶された顔画像を

記憶部から取得し、配車可能な無人走行車に顔画像等を送信すること、及び、無人走行

車が、受信した当該顔画像を用いて顔認識処理を行うこと等が記載されている。これら

の記載から、無人走行車の配車という使用目的に応じた特有の演算又は加工が、記憶部

を備える配車サーバ、顔認証部を備える無人走行車及び携帯端末から構成されるシス

テムという、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって実現

されていると判断できる。そのため、請求項 1 に係る発明は、ソフトウエアとハード

ウエア資源とが協働することによって使用目的に応じた特有の情報処理システムを構

(2016.09.28公表版)
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築するものである。 

 したがって、ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実

現されているから、請求項 1 に係る発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作で

あり、「発明」に該当する。 

 

・請求項 2について 

請求項 2 には、配車サーバが、受信したユーザ ID に対応付けて記憶された顔画像を

記憶部から取得し、配車可能な無人走行車に顔画像等を送信し、無人走行車において

は、受信した当該顔画像を用いて顔認識処理を行うこと等が記載されている。これらの

記載から、無人走行車の配車という使用目的に応じた特有の演算又は加工が、記憶部を

備える配車サーバ、顔認証部を備える無人走行車及び携帯端末から構成されるシステ

ムにおける一連の情報処理という、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具

体的手順によって実現されているといえる。そのため、請求項 2 に係る発明は、ソフ

トウエアとハードウエア資源とが協働することによって使用目的に応じた特有の情報

処理システムの動作方法を構築するものである。 

 したがって、ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実

現されているから、請求項 2 に係る発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作で

あり、「発明」に該当する。 

  

(2016.09.28公表版)



- 12 - 

 

〔事例 2-10〕 無人走行車の配車システム及び配車方法２ 

 

発明の名称 

無人走行車の配車システム及び配車方法２ 

 

特許請求の範囲 

【請求項 1】 

配車サーバと、配車希望者が有する携帯端末と、無人走行車とから構

成されるシステムであって、 

配車サーバが配車希望者から配車位置を指定した無人走行車の配車

依頼を受け付けると、前記配車希望者に対して無人走行車を配車するこ

とを特徴とする、無人走行車の配車システム。 

 

【請求項 1】 

「発明」に該当

しない。 

【請求項 2】 

配車サーバと、配車希望者が有する携帯端末と、無人走行車とから構

成されるシステムによって実現される、無人走行車の配車方法であっ

て、 

配車サーバが配車希望者から配車位置を指定した無人走行車の配車

依頼を受け付けると、前記配車希望者に対して無人走行車を配車するこ

とを特徴とする、無人走行車の配車方法。 

【請求項 2】 

「発明」に該当

しない。 

 

図面 

 

 

発明の詳細な説明 

[背景技術] 

本発明は、遊園地やテーマパークなどの所定の敷地内において、運転手なしに走行が

可能な無人走行車を利用したサービスに関する。 

[発明が解決しようとする課題] 

遊園地やテーマパークなどの所定の敷地内における移動手段としては、特定のルー

(2016.09.28公表版)
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トを走行するシャトルバス等の乗り物があるが、広大な敷地内をタクシー感覚で自由

に移動するための乗り物を提供するサービスは存在しなかった。 

[発明を実施するための形態] 

所定の敷地内に、複数の無人走行車を自由に走行可能な状態で配置する。敷地内にお

いて、複数の無人走行車、配車サーバ及び携帯端末は、ネットワークを介して通信可能

である。ユーザは敷地内において、自身の携帯端末から配車サーバにアクセスして配車

依頼をすることにより、希望する配車位置に無人走行車を呼び出すことができる。前記

配車希望を受け付けた配車サーバは、特定の無人走行車に対して当該配車位置に向か

うよう、ネットワークを介して指示を出す。無人走行車は指示に応じて配車位置まで走

行し、配車位置に到着後、ユーザに乗車を促す。これによりユーザは、タクシー感覚で

敷地内の希望する目的地に移動することができる。 

 

［結論］ 

請求項 1 に係る発明は、「発明」に該当しない。 

請求項 2 に係る発明は、「発明」に該当しない。 

 

［説明］ 

請求項1及び2には「無人走行車」との記載はあるものの、無人走行車に対する制御

内容や無人走行車が行う情報処理については一切記載されていない。よって、請求項

1に係る発明は、審査基準「第III部第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性」

2.2(2)に挙げられる(i)機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの、

(ii)対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの、のいずれにも該当しな

い。 

続いて、「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実

現されている」か否かを判断する。請求項1及び2においては、配車サーバと携帯端末

と無人走行車とから構成されるシステムが用いられることが特定されているものの、

「配車サーバが配車希望者から配車位置を指定した無人走行車の配車依頼を受け付け

ると、前記配車希望者に対して無人走行車を配車する」のみであって情報処理は特定

されておらず、無人走行車の配車という使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工

を実現するための具体的手段又は具体的手順が記載されているとはいえない。そのた

め、請求項1及び2に係る発明は、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働すること

によって使用目的に応じた特有の情報処理システム又はその動作方法を構築するもの

ではない。 

したがって、ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実

現されていないから、請求項 1 及び 2 に係る発明は、自然法則を利用した技術的思想

の創作ではなく、「発明」に該当しない。 

 

[出願人の対応] 

 拒絶理由を解消することはできない。 

 

(補足説明) 
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 本願の発明の詳細な説明には、「複数の無人走行車、配車サーバ及び携帯端末は、ネ

ットワークを介して通信可能である」、「ユーザは敷地内において、自身の携帯端末から

配車サーバにアクセスして配車依頼をすることにより、希望する配車位置に無人走行

車を呼び出すことができる」等の記載があるのみで、無人走行車の配車という使用目的

に応じた特有の情報の演算又は加工を実現するための具体的手段又は具体的手順が記

載されていないため、請求項 1 及び 2に係る発明を「ソフトウエアによる情報処理が、

ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」ように補正することはできない。 
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2. 新規性に関する事例 
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〔事例 35〕 ロボット装置 

 

本願明細書等 

発明の名称 

 ロボット装置 

 

引用文献 

発明の名称 

 ロボット装置 

 

特許請求の範囲 

【請求項 1】 

物体に対して作用するロボット装置で

あって、 

物体を検知する少なくとも一種類のセ

ンサと、当該センサの出力に基づいて物

体に係る情報を得るための質問をサーバ

に送信する送信部と、前記質問に対する

回答情報を前記サーバから受信する受信

部と、受信した前記回答情報に基づいて

ロボット装置の作動を制御するプログラ

ムを備えた制御部とを有し、 

前記回答情報は、前記サーバによりネ

ットワークを通じて前記物体の生産施設

から受信した情報に基づいて特定された

前記物体の種類に関する情報である、 

ロボット装置。 

【請求項 2】 

物体に対して作用するロボット装置で

あって、 

物体を検知する少なくとも一種類のセ

ンサと、当該センサの出力に基づいて物

体に係る情報を得るための質問をサーバ

に送信する送信部と、前記質問に対する

回答情報を前記サーバから受信する受信

部と、受信した前記回答情報に基づいて

ロボット装置の作動を制御するプログラ

ムを備えた制御部とを有し、 

前記回答情報は、前記サーバにより特

定された前記物体個々の属性情報及び固

有識別情報を含む、 

ロボット装置。 

 

【請求項 1】 

物体に対して作用するロボット装置で

あって、 

物体を検知する少なくとも一種類のセ

ンサと、当該センサの出力に基づいて物

体に係る情報を得るための質問をサーバ

に送信する送信部と、前記質問に対する

回答情報を前記サーバから受信する受信

部と、受信した前記回答情報に基づいて

ロボット装置の作動を制御するプログラ

ムを備えた制御部とを有し、 

前記回答情報は、前記サーバにより特

定された前記物体の種類に関する情報で

ある、 

ロボット装置。 
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本願の図面 

 

 

 

引用文献の図面 
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発明の詳細な説明の概要 

発明の解決しようとする課題 

請求項 1 に係る発明の解決しようとす

る課題は、取り扱う物体である製品の生

産施設から得られる最新の情報に基づい

て製品の物体の種類をより正確に判別

し、適切に取扱いを行うことができるロ

ボット装置を提供することである。 

請求項 2 に係る発明の解決しようとす

る課題は、取り扱う物体が、個々の仕様が

異なる製品である場合であっても、個々

の製品に応じた適切な取扱いや、当該製

品について得た情報の報告を可能にする

ロボット装置を提供することである。 

 

発明の実施の形態 1 

請求項 1 に係る発明の実施の一形態に

おいて、ロボット装置は、多数の部品製造

企業から種々の製品が組立用部品として

納入されてくる、自動車工場のような組

立工場にて、移動等の作業を行うもので

あり、製品をつかむ把持部及び製品の画

像を取得する画像センサを有している。 

当該ロボット装置において、画像セン

サは、そのロボット装置が取り扱おうと

している製品の形状や、製品に表示され

ている企業名、製品種類ごとの体系で

個々の製品に振られている連続番号等の

情報を画像情報として検知する。送信部

は、画像センサの出力に基づき、製品の物

体の種類に関する情報を得るための質問

をサーバに送信する。質問には、画像情報

が含まれる。 

サーバは、製品を製造する各企業の生

産施設におけるコンピュータ・システム

とネットワークを介して接続されてお

り、製品に関する最新の情報を当該生産

施設から受信し、保有している。サーバが

ロボット装置から質問を受け取ると、画

像情報を分析し、どの製品種類かを特定

し、回答情報としてロボット装置に送信

発明の詳細な説明の概要 

・・・当該ロボット装置において、画像セ

ンサは、そのロボット装置が取り扱おう

としている製品の形状や、製品に表示さ

れている企業名、製品種類ごとの体系で

個々の製品に振られている連続番号等の

情報を画像情報として検知する。送信部

は、画像センサの出力に基づき、製品の物

体の種類に関する情報を得るための質問

をサーバに送信する。質問には、画像情報

が含まれる。 

サーバは、ロボット装置から質問を受

け取ると、当該質問に係る画像情報をサ

ーバの記憶装置に記憶された情報と対比

して、物体の種類を判別し、当該種類に関

する情報、例えば、中型自動車用前席シー

トといった情報を回答情報としてロボッ

ト装置に送信する。ロボット装置は、当該

回答情報に基づいて、その把持部等の作

動を制御する。 
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する。 

ロボット装置においては、受信部が回

答情報を受信し、制御部のプログラムが

当該回答情報に基づいてロボット装置の

作動を制御する。 

この実施の形態において、ロボット装

置は、サーバがネットワークを通じて製

品の生産施設から受信した情報に基づい

て作動制御を行うので、最新の情報に基

づいて製品の物体の種類をより正確に判

別し、適切な取扱いに資することができ

る。 

 

発明の実施の形態 2 

請求項 2 に係る発明の実施の形態にお

いても、ロボット装置は、実施の形態 1と

同じく、把持部、画像センサ、及び送信部

を有している。 

本実施形態においては、当該送信部は、

画像センサの出力に基づき、個々の製品

を特定して必要情報を得るための質問を

サーバに送信する。 

サーバは、製品を製造する各企業の生

産施設におけるコンピュータ・システム

とネットワークを介して接続されている

とともに、各企業の製品ラインを体系的

に整理した情報を時々刻々更新して保有

している。サーバがロボット装置から質

問を受け取ると、画像情報を分析し、個々

の製品を特定して、当該製品個々の材質

や重量、表面処理状態等の属性情報及び

固有識別情報 (全ての取扱製品にわたっ

て体系的に付与された、個々の製品に固

有の ID番号等) を、回答情報としてロボ

ット装置に送信する。 

ロボット装置においては、受信部が回

答情報を受信し、制御部のプログラムが

当該回答情報に基づいてロボット装置の

作動を制御する。 

この実施の形態において、ロボット装

置は、製品個々の材質や重量、表面処理状
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態等の属性情報及び固有識別情報を含む

回答情報を受信し、それに基づいて自身

の作動を制御するので、個々の製品に応

じた適切な取扱い等を行うことができ

る。具体的には、製品をつかむ把持位置や

把持力が個々の製品に応じた最適なもの

になるよう、把持部を制御することがで

きる。製品の把持の際にロボット装置の

制御部が得た情報 (例えば、被把持部の剛

性) は、固有識別情報を用いて送信部から

サーバに送信することにより、サーバに

フィードバックし、当該製品の属性情報

の付加や更新を行うことができる。付加

又は更新された属性情報は、自身の次回

把持の際に用いられ、あるいは、サーバに

接続された他のロボット装置と共有され

うる。また、当該組立工場でのその後の取

扱いのため、ロボット装置は、固有識別情

報に基づき、当該製品に、識別記号や番号

を印刷したシールを貼付したり IDタグを

付したりすることができる。さらに、ロボ

ット装置が製品の損傷等の異常を検知し

た場合には、固有識別情報を用いてサー

バに報告することもできる。 

 

 

［結論］ 

 請求項 1に係る発明は、新規性を有しない。 

 請求項 2に係る発明は、新規性を有する。 

 

［説明］ 

・請求項 1について 

ロボット装置は、当該ロボット装置とサーバとの組合せ (コンビネーション) に対し、

一のサブコンビネーションに該当する。 

そのロボット装置についての請求項 1 には、「前記回答情報は、前記サーバによりネ

ットワークを通じて前記物体の生産施設から受信した情報に基づいて特定された前記

物体の種類に関する情報である」との、他のサブコンビネーションであるサーバに関す

る事項が記載されている。しかしながら、その「ネットワークを通じて前記物体の生産

施設から受信した情報に基づいて」との部分は、ロボット装置とは別な物であるサーバ

が、どこから得た情報に基づいて回答情報の特定を行っているかを記載したものにす

ぎず、ロボット装置のプログラム自体の相違をもたらすものではなく、ロボット装置の
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構造、機能等を何ら特定するものではない。 

したがって、請求項 1 に係る発明と引用文献に記載された発明との間に相違点はな

いから、請求項 1に係る発明は新規性を有しない。 

 

・請求項 2について 

同じくロボット装置についての請求項 2には、「前記回答情報は、前記サーバにより

特定された前記物体個々の属性情報及び固有識別情報を含む」との、他のサブコンビネ

ーションであるサーバに関する事項が記載されている。請求項 2 にはまた、その回答

情報に関し、ロボット装置が「受信した前記回答情報に基づいてロボット装置の作動を

制御するプログラムを備えた制御部」を有することが記載されている。そうすると、請

求項 2 に係る発明において、ロボット装置は、物体個々の属性情報及び固有識別情報

に基づいて当該ロボット装置の作動を制御するプログラムを備えた制御部を有してお

り、当該制御部によって個々の物体の属性情報及び固有識別情報に応じた作動をする

ものである。 

これに対し、引用文献に記載された発明においては、「前記回答情報は、前記サーバ

により特定された前記物体の種類に関する情報である」のであるから、ロボット装置

は、当該回答情報との関係において、物体の種類に関する情報に基づいて当該ロボット

装置の作動を制御するプログラムを備えた制御部を有しているにすぎず、個々の物体

の属性情報及び固有識別情報に応じた作動をするものではない。 

このように、請求項 2 に係るロボット装置は、引用文献に記載されたロボット装置

とは異なるプログラムを備えており、異なる作動をするものである。 

したがって、請求項 2 に係る発明と引用文献に記載された発明との間には相違点が

あるから、請求項 2 に係る発明は新規性を有する。 

 

  

(2016.09.28公表版)



- 22 - 

 

〔事例 36〕 水処理装置 

 

本願明細書等 

発明の名称 

 水処理装置 

 

引用文献 

発明の名称 

 水処理装置 

 

特許請求の範囲 

【請求項 1】 

 原水に含まれる汚濁物質を除去して処

理水を製造する水処理装置であって、 

 可変に設定される周期日数で逆洗浄プ

ロセスを実行する手段と、 

前記水処理装置に導入される原水の汚

濁物質濃度を検出する濃度検出センサ

と、 

前記検出した汚濁物質濃度を、通信可

能に接続された遠隔制御サーバに送信す

る手段と、 

を備え、 

前記遠隔制御サーバは、同一の原水ラ

イン上の複数の水処理装置から送信され

た複数の汚濁物質濃度に基づいて、従前

の周期日数を更新するための新たな周期

日数を算出し、前記水処理装置に送信す

ることを特徴とする、 

水処理装置。 

 

【請求項 1】 

原水に含まれる汚濁物質を除去して処

理水を製造する水処理装置であって、 

 可変に設定される周期日数で逆洗浄プ

ロセスを実行する手段と、 

前記水処理装置に導入される原水の汚

濁物質濃度を検出する濃度検出センサ

と、 

前記検出した汚濁物質濃度を、通信可

能に接続されたサーバに送信する手段

と、 

を備えることを特徴とする、水処理装置。 

 

  

本願の図面 
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引用文献の図面 

 

 

発明の詳細な説明の概要 

 水処理装置は、地下水等の原水に含ま

れる汚濁物質を濾材床により捕捉して処

理水を製造する。水処理装置においては、

処理水を製造するにつれて濾材床の汚濁

物質の捕捉能力が低下するため、一定の

タイミングで逆洗浄プロセスを実行する

必要がある。逆洗浄プロセスを実行する

周期日数は、原水の水質に変動が生じた

場合に更新できることが望ましい。 

本願においては、水処理装置は、可変の周

期日数で逆洗浄プロセスを実行するが、

その周期日数は、遠隔制御サーバから新

たな周期日数が送信された場合には更新

される。 

 水処理装置は、濃度検出センサによっ

て取得した原水の汚濁物質濃度を、遠隔

制御サーバに送信する。遠隔制御サーバ

においては、同一の原水ライン上に存在

する複数の水処理装置から送信された複

数の汚濁物質濃度を集積し、分析する。当

該分析により、当該原水ラインの水質に

変動が生じたと判定した場合は、汚濁物

質濃度と各水処理装置の仕様情報とを含

む特定の計算式により、水処理装置ごと

に最適な新たな周期日数を算出する。そ

して遠隔制御サーバは、当該算出された

水処理装置ごとの新たな周期日数を、各

発明の詳細な説明の概要 

 水処理装置は、地下水等の原水に含ま

れる汚濁物質を濾材床により捕捉して処

理水を製造する。 

 水処理装置が逆洗浄プロセスを実行す

る周期日数については、水処理装置の管

理者が適宜設定及び更新可能である。水

処理装置は画面インターフェイスを備え

ており、管理者は当該画面インターフェ

イス上で、周期日数を設定及び更新でき

る。 

 また、水処理装置は、濃度検出センサに

よって取得した原水の汚濁物質濃度をサ

ーバに送信することもできる。サーバで

は、その汚濁物質濃度を分析し、水質検査

に役立てる。 
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水処理装置に更新させるために送信す

る。 

水処理装置においては遠隔制御サーバ

から、当該新たな周期日数を受信すると、

従前設定されている周期日数を当該新た

な周期日数に更新し、以後更新された周

期日数に従って、逆洗浄プロセスを実行

する。 

 

 

 

 

 

［結論］ 

 請求項 1に係る発明は、新規性を有する。 

 

［説明］ 

請求項 1 は、「水処理装置」の発明であるところ、「前記遠隔制御サーバは、同一の

原水ライン上の複数の水処理装置から送信された複数の汚濁物質濃度に基づいて、従

前の周期日数を更新するための新たな周期日数を算出し、前記水処理装置に送信する」

との、他のサブコンビネーションである「遠隔制御サーバ」に関する事項が記載されて

いる。 

出願時の技術常識、及び「水処理装置においては遠隔制御サーバから、当該新たな周

期日数を受信すると、従前設定されている周期日数を当該新たな周期日数に更新し、以

後更新された周期日数に従って、逆洗浄プロセスを実行する」との発明の詳細な説明の

記載を考慮すると、上記他のサブコンビネーションに関する事項は、水処理装置が遠隔

制御サーバから周期日数を受信する手段を有するという点で水処理装置を特定してい

るから、水処理装置についてそのような特定がなされているものとして請求項 1 に係

る発明を認定する。 

したがって、請求項 1に係る発明は、引用文献に記載された、サーバに汚濁物質濃

度を送信するのみであって、周期日数を受信する手段を有しない水処理装置の発明と

相違するから、新規性を有する。  
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〔事例 37〕 健康管理システム、端末装置 

 

本願明細書等 

発明の名称 

 健康管理システム、端末装置 

 

引用文献 

発明の名称 

 ・・・ 

 

特許請求の範囲 

【請求項 1】 

ウェアラブルセンサ、健康管理サーバ、

端末装置から構成される健康管理システ

ムであって、 

 前記ウェアラブルセンサは、 

人体の肌に張り付ける貼付型であり、 

装着者の体温、心拍数を含む生体デー

タを測定する手段と、 

前記生体データを前記端末装置へ送信

する手段と、を有し、 

前記端末装置は、 

前記生体データを前記ウェアラブルセ

ンサから受信する手段と、 

前記受信した生体データを定期的に集

約して前記健康管理サーバに送信する手

段と、 

前記健康管理サーバから受信した健康

指標値 Aを受信する手段と、 

前記健康指標値 A を画面上に表示する

手段と、を有し、 

前記健康管理サーバは、 

 前記端末装置から受信した前記生体デ

ータを分析手法 X によって分析すること

で前記装着者の健康指標値 A を算出する

手段と、 

前記算出した健康指標値 A を前記端末

装置へ送信する手段と、を有する、 

ことを特徴とする、健康管理システム。 

【請求項 2】 

 請求項 1 記載の健康管理システムに用

いられる端末装置。 

 

 

 

 

【請求項 1】 

 ウェアラブルセンサ、健康管理サーバ、

端末装置から構成される健康管理システ

ムであって、 

 前記ウェアラブルセンサは、 

装着者が着用する衣料型であり、 

装着者の体温、心拍数を含む生体デー

タを測定する手段と、 

前記生体データを前記端末装置へ送信

する手段と、を有し、 

前記端末装置は、 

前記生体データを前記ウェアラブルセ

ンサから受信する手段と、 

前記受信した生体データを定期的に集

約して前記健康管理サーバに送信する手

段と、 

前記健康管理サーバから受信した健康

指標値 Aを受信する手段と、 

前記健康指標値 A を画面上に表示する

手段と、を有し、 

前記健康管理サーバは、 

 前記端末装置から受信した前記生体デ

ータを分析手法 Y によって分析すること

で前記装着者の健康指標値 A を算出する

手段と、 

前記算出した健康指標値 A を前記端末

装置へ送信する手段と、を有する、 

ことを特徴とする、健康管理システム。 
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図面 

 

図面 

 

 

（補足説明） 

 本願発明と、引用文献に記載された発明との対比において、端末装置とウェアラブル

センサとの間、端末装置と健康管理サーバとの間での通信方式に相違点はない。 

 

［結論］ 

 請求項 1に係る発明は、新規性を有する。 

 請求項 2に係る発明は、新規性を有しない。 

 

［説明］ 

・請求項 1について 

「健康管理システム」を構成するウェアラブルセンサの種類、及び健康管理サーバに

おける分析手法において、請求項 1 に係る発明と引用文献に記載された発明とは相違

する。 

 したがって、請求項 1 に係る発明と引用文献に記載された発明との間には相違点が

あるから、請求項 1 に係る発明は新規性を有する。 

 

・請求項 2について 

請求項 2 は請求項 1 を引用した「端末装置」の発明であるところ、その請求項 1 に

は、ウェアラブルセンサが「人体の肌に張り付ける貼付型であり、装着者の体温、心拍

数を含む生体データを測定する手段と、前記生体データを前記端末装置へ送信する手

段と、を有する」との、また健康管理サーバが「前記端末装置から受信した前記生体デ

ータを分析手法 Xによって分析することで前記装着者の健康指標値 Aを算出する手段

と、前記算出した健康指標値 A を前記端末装置へ送信する手段と、を有する」との、

他のサブコンビネーションである「ウェアラブルセンサ」及び「健康管理サーバ」に関
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する事項が記載されている。 

しかしながら、請求項 2 に係る端末装置の有する機能は、ウェアラブルセンサから

受信した生体データを定期的に集約して健康管理サーバに送信することと、健康管理

サーバから受信した健康指標値 A を表示することのみであり、ウェアラブルセンサの

種類や健康管理サーバにおける分析手法は、端末装置の構造、機能等を何ら特定するも

のではない。 

請求項 2 に係る発明と引用文献に記載された発明とを対比すると、上記の他のサブ

コンビネーションに関する事項において、記載上、表現上の差異があるものの、両者は

ウェアラブルセンサから受信した生体データを定期的に集約して健康管理サーバに送

信し、健康管理サーバから受信した健康指標値 A を表示する機能を有する端末装置で

ある点で一致しているから、端末装置の構造、機能等において差異はない。そして、請

求項 2 に係る発明と引用文献に記載された発明との間に、他に相違点はないから、請

求項 2に係る発明は新規性を有しない。 
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〔事例 38〕 ドローン見守りシステム、ドローン装置 

 

本願明細書等 

発明の名称 

ドローン見守りシステム、ドローン装

置 

 

引用文献 

発明の名称 

 ・・・ 

 

特許請求の範囲 

【請求項 1】 

三次元移動が可能なドローン装置によ

って、見守り対象を見守るドローン見守

りシステムであって、 

 複数の前記ドローン装置と、前記見守

り対象に携帯される端末装置と、通信ネ

ットワークを介して前記ドローン装置及

び前記端末装置と接続される管理サーバ

とから構成され、 

前記端末装置は、 

現在位置を端末位置情報として取得

し、前記管理サーバへ送信する手段を備

え、 

前記管理サーバは、 

前記端末装置から受信した前記端末位

置情報に基づいて、前記見守り対象の最

も近くに存在するドローン装置を選択す

る手段と、前記選択したドローン装置に

前記端末位置情報を送信する手段とを備

え、 

前記ドローン装置は、 

自機の現在位置をドローン位置情報とし

て取得する手段と、前記管理サーバから、

前記端末位置情報を受信する手段と、前

記ドローン位置情報と前記端末位置情報

とに基づいて、自機の飛行制御を行う手

段とを備えることを特徴とする、ドロー

ン見守りシステム。 

【請求項 2】 

通信ネットワークを介して管理サーバ

と接続され、三次元移動が可能なドロー

ン装置であって、 

自機の現在位置をドローン位置情報と
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して取得する手段と、前記管理サーバか

ら、端末位置情報を受信する手段と、前記

ドローン位置情報と前記端末位置情報と

に基づいて、自機の飛行制御を行う手段

とを備え、 

前記管理サーバは、 

見守り対象の端末装置から受信した端

末位置情報に基づいて、前記見守り対象

の最も近くに存在するドローン装置を選

択する手段と、前記選択したドローン装

置に前記端末位置情報を送信する手段と

を備えることを特徴とする、ドローン装

置。 

  

 

本願の図面 
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引用文献の図面 

 

 

 

発明の詳細な説明の概要 

 本発明は、自律飛行可能な無人飛行体

(ドローン装置)を活用して子供やお年寄

りを見守る、ドローン見守りシステムに

関する。 

 本発明のドローン見守りシステムは、

複数のドローン装置、見守り対象である

子供やお年寄りが携帯する端末装置、及

び管理サーバから構成される。ドローン

装置は、撮像手段や各種センサを備え、見

守り対象の異常を検知し、必要に応じて

周囲にその異常を報知する手段をも有す

る。また、ドローン装置は地理的に異なる

位置にあらかじめ複数配置され、本シス

テムの利用者の間で共用されるものであ

る。そして管理サーバは、各ドローン装置

の位置情報を有している。 

本システムの動作を説明する。 

(1)端末装置は、自装置の現在位置を端末

位置情報として取得し、継続的に管理サ

ーバへ送信する。 

 

(2－1)管理サーバは、受信した端末位置情

発明の詳細な説明の概要 

 本発明は、自律飛行可能な無人飛行体

(ドローン装置)を活用して子供やお年寄

りを見守る、ドローン見守りシステムに

関する。 

 本発明のドローン見守りシステムは、

複数のドローン装置、見守り対象である

子供やお年寄りが携帯する端末装置、及

び管理サーバから構成される。ドローン

装置は、撮像手段や各種センサを備え、見

守り対象の異常を検知し、必要に応じて

周囲にその異常を報知する手段をも有す

る。また、管理サーバにおいては、一の端

末装置に一のドローン装置を対応付けて

管理している。 

 

 

本システムの動作を説明する。 

(1)端末装置が自装置の識別情報を管理サ

ーバへ送信する。続いて自装置の現在位

置を端末位置情報として取得し、継続的

に管理サーバへ送信する。 

(2－1)管理サーバは、受信した端末装置の
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報に基づいて、見守り対象の最も近くに

存在するドローン装置を選択する。 

(2－2)管理サーバは、当該選択したドロー

ン装置に対し、端末装置から受信する前

記端末位置情報を継続的に送信する。 

(3)ドローン装置は、自機の現在位置とし

て取得するドローン位置情報と、管理サ

ーバから継続的に受信する前記端末位置

情報とに基づいて、自機の飛行制御を行

う。具体的には、見守り対象を適切に見守

るために、見守り対象から一定の距離、高

度を保って自律飛行するように飛行制御

を行う。 

識別情報に対応付けられたドローン装置

を特定する。 

(2－2)管理サーバは、当該特定したドロー

ン装置に対し、端末装置から受信する前

記端末位置情報を継続的に送信する。 

(3)ドローン装置は、自機の現在位置とし

て取得するドローン位置情報と、管理サ

ーバから継続的に受信する前記端末位置

情報とに基づいて、自機の飛行制御を行

う。具体的には、見守り対象を適切に見守

るために、見守り対象から一定の距離、高

度を保って自律飛行するように飛行制御

を行う。 

 

［結論］ 

 請求項 1に係る発明は、新規性を有する。 

 請求項 2に係る発明は、新規性を有しない。 

 

［説明］ 

・請求項 1について 

「ドローン見守りシステム」を構成する管理サーバが、請求項１に係る発明は「受信

した端末位置情報に基づいて、見守り対象の最も近くに存在するドローン装置を選択

する」ものであるのに対して、引用文献に記載された発明は「受信した端末装置の識別

情報に対応付けられたドローン装置を特定する」ものである点において、請求項 1 に

係る発明と引用文献に記載された発明とは相違する。 

 したがって、請求項 1 に係る発明と引用文献に記載された発明との間には相違点が

あるから、請求項 1 に係る発明は新規性を有する。 

 

・請求項 2について 

請求項 2 は、「ドローン装置」の発明であるところ、「管理サーバは、見守り対象

の端末装置から受信した前記端末位置情報に基づいて、前記見守り対象の最も近くに

存在するドローン装置を選択する手段と、前記選択したドローン装置に前記端末位置

情報を送信する手段とを備える」との、他のサブコンビネーションである「管理サーバ」

に関する事項が記載されている。 

しかしながら、管理サーバがどのような基準に基づいて、見守り対象を見守るドロー

ン装置を選択するかは、請求項 2 に係るドローン装置の構造、機能等に何ら影響を及

ぼすものではないから、上記他のサブコンビネーションに関する事項は、ドローン装置

の構造、機能等を何ら特定するものではない。 

請求項 2 に係る発明と引用文献に記載された発明とを対比すると、上記の他のサブ

コンビネーションに関する事項において、記載上、表現上の差異があるものの、ドロー

ン装置の構造、機能等において差異はない。そして、請求項 2 に係る発明と引用文献
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に記載された発明との間に、他に相違点はないから、請求項 2 に係る発明は新規性を

有しない。  
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3. 進歩性に関する事例 
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〔事例 26〕 サプライチェーン管理方法 

 

発明の名称  

 サプライチェーン管理方法 

 

特許請求の範囲  

【請求項 1】 

サプライチェーンを管理するために、コンピュータによって実行される方法であっ

て、 

製品に対する需要を受け取る工程と、 

当該製品の複数の供給源における稼働状況データを含む情報に基づいて、前記需要

を満たすための少なくとも一つの第 1 の供給源を選択し、選択された供給源に対する

供給の仮予約を生成する工程と、 

当該供給源が当該予約を実施するために、当該製品の構成部品又は材料の調達が必

要か否かを判定する工程と、 

前記調達が必要であると判定された場合には、当該調達を需要として、前記構成部品

又は材料の複数の供給源から、それら供給源における稼働状況データを含む情報に基

づいて、その需要を満たすための少なくとも一つの第 2 の供給源を選択し、選択され

た供給源に対する供給の仮予約を生成する工程と、 

前記製品の全ての構成部品又は材料について、前記調達が必要でないと判定された

か前記調達について供給の仮予約が生成された場合には、それまでに生成された仮予

約を本予約に更新する工程と、 

を有する方法。 
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本願の図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発明の詳細な説明の概要 

【発明の解決しようとする課題】 

サプライチェーン管理方法において、構成部品や材料の調達が必要であるかどうか

を判定したうえで、調達が必要な場合は、供給源における稼働状況等に応じて、供給源

に対する供給の仮予約及び本予約がコンピュータにより自動的に生成されるようにす

る。 

【課題を解決するための手段】 

この方法においては、サプライチェーン上の製品につき、需要を満たすための少なく

とも一つの第 1 の供給源が、各供給源における稼働状況データを含む情報に基づいて

選択される。かかる稼働状況データとしては、例えば工作機械の運転状態や作業待ちの

ワークの量など、供給源である納入業者の生産施設におけるリアルタイムのデータが、

インターネット等のネットワークを通じて通信されることにより用いられる。こうし

た稼働状況データの分析によって、当該選択は、各供給源の時々刻々の供給能力に適切

に応じたものとなる。需要を満たすための少なくとも一つの供給源の選択が終了する

と、まずはこの段階で、それら選択された供給源に対する供給の「仮予約」が生成され

る。 

次に、製品の構成部品又は材料について、調達が必要か否かの判定がなされる。調達

が必要であると判定された場合には、その構成部品又は材料の複数の供給源から、稼働

状況データを含む情報に基づいて、需要を満たすための少なくとも一つの第 2 の供給

源が選択される。このような過程を必要に応じて繰り返す。その結果、全ての構成部品

製品Ｘの需要 

組立工場Ａ 

→ 第 1の供給源 

  として選択 

組立工場Ｂ 

④仮予約を生成 

→ ⑨本予約に更新 

部品Ｙ： 

在庫あり 

(調達不要) 

製品Ｘ 製品Ｘ 

ネットワーク 

稼働状況データ 

部品Ｚ： 

在庫なし 

(調達必要) 

納入業者α 

→ 第 2の供給源 

  として選択 

⑧仮予約を生成 

→ ⑨本予約に更新 

部品Ｚ 

納入業者β 

部品Ｚ 

・・・ 

・・・ 

① 

②分析 

③ 

稼働状況データ 

稼働状況データ 

稼働状況データ 

⑥分析 

⑤部品の調達要否を判定 

⑦ 
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又は材料について、各々、調達が不要と判定されたか、あるいは、必要な調達について

供給の仮予約が生成された状態に到達した場合には、仮予約が本予約に更新される。 

以上により、本方法では、多くの階層にわたる複雑なサプライチェーンの場合でも、

適時に供給の仮予約が生成されるとともに、本予約に更新されないままとなっている

仮予約があるときには、その存在から、サプライチェーン上の供給不足の状態を把握す

ることも可能である。 

 

[技術水準(引用発明、周知技術等)]  

引用発明 1（引用文献 1に記載された発明）： 

製品の需給を管理するために、コンピュータによって実行される方法であって、 

製品に対する需要を受け取る工程と、 

当該製品の複数の供給源における稼働状況データを含む情報に基づいて、前記需要

を満たすための供給源を選択する工程と、 

前記需要が当該供給により満たされるか否かを判定する工程と、 

前記需要が満たされないと判定された場合には、当該製品の他の供給源から、それら

供給源における稼働状況データを含む情報に基づいて、前記満たされない需要を満た

すための供給源を選択し、 

前記需要が満たされたと判定された場合には、それまでに選択された供給源に対す

る供給の予約を生成する工程と、 

を有する方法。 

 

引用文献 1の図面 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

引用発明 2（引用文献 2に記載された発明）： 

生産施設における部品在庫管理を支援するために、コンピュータによって実行され

る方法であって、 

製品に対する需要を受け取る工程と、 

当該製品の製造に必要な構成部品を特定する工程と、 

各構成部品について、前記需要を満たす在庫が存在しているか否かを判定する工程

製品Ｘの需要 

組立工場Ａ 

→ 供給源として 

  選択 

→ 予約 

製品Ｘ 製品Ｘ 

ネットワーク 

稼働状況データ 

需要：満たされない 需要：満たされる 

組立工場Ｂ 

→ 他の供給源 

  として選択 

→ 予約 

・・・ 

稼働状況データ 
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と、 

前記在庫が存在していないと判定された場合には、当該構成部品の複数の供給源に

おける稼働状況データを含む情報に基づいて、前記需要を満たすための供給源の候補

及び各供給源の供給能力情報を表示し、 

前記在庫が存在していると判定された場合には、当該在庫に関する情報を表示する

工程と、 

を有する方法。 

 

引用文献 2の図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[結論] 

請求項 1 に係る発明は、進歩性を有する。 

 

[説明] 

(動機付けについて考慮した事情) 

(1) 技術分野の関連性 

引用発明 1 及び 2 は、ともに製品の需給管理に係る方法の発明であるため、両者の

技術分野は関連性を有する。 

(2) 課題の共通性 

引用発明 1 及び 2 は、ともに製品の複数の供給源における稼働状況データ等に基づ

いて、製品の需給管理をコンピュータで実現する方法を提供するという、共通の課題を

有する。 

 

(拒絶理由がないことの説明) 

請求項 1 に係る発明と引用発明 1とを対比すると、両者は以下の点で相違する。 

製品Ｘの需要 

部品Ｙ： 

在庫あり 

ネットワーク 

稼働状況データ 

部品Ｚ： 

在庫なし 

納入業者α 

→ 供給源候補１ 

→ 在庫情報を表示 

部品Ｚ 部品Ｚ 

納入業者β 

→ 供給源候補２ 

→ 納入業者αと、その 

供給能力情報を表示 

→ 納入業者βと、その 

供給能力情報を表示 

・・・ 

稼働状況データ 
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(相違点 1) 

請求項 1 に係る発明は、サプライチェーンを管理するための方法であって、選択さ

れた供給源が製品供給を実施するために、当該製品の構成部品又は材料の調達が必要

か否かを判定する工程を有し、前記構成部品又は材料の調達が必要であると判定され

た場合には、当該調達を需要として、前記構成部品又は材料の複数の供給源から、それ

ら供給源における稼働状況データを含む情報に基づいて、その需要を満たすための少

なくとも一つの第 2 の供給源を選択するものであるのに対して、 

引用発明 1 は、製品の需給を管理するための方法であって、当該製品の構成部品又

は材料の調達については、考慮していない点。 

 

(相違点 2) 

請求項 1 に係る発明は、選択された供給源に対して供給の「仮予約」を生成すると

ともに、製品の全ての構成部品又は材料について、調達が必要でないと判定されたか調

達について供給の「仮予約」が生成された場合には、それまでに生成された「仮予約」

を本予約に更新するのに対して、 

引用発明 1は、選択された供給源に対して供給の予約を生成しているものの、「仮予

約」の生成及び本予約への更新に係る事項を有していない点。 

 

上記相違点 1について検討する。 

引用発明 1 及び 2 は、ともに製品の需給管理に係る方法の発明であるため、両者の

技術分野は関連性を有する。 

また、引用発明 1 及び 2 は、ともに製品の複数の供給源における稼働状況データ等

に基づいて、製品の需給管理をコンピュータで実現する方法を提供するという、共通の

課題を有する。 

そうすると、引用発明 1 において、より適切に製品の需給管理を行うために、製品

の構成部品の調達についても合わせて考慮するべく、引用発明 2 を適用して、製品の

需給管理を行うのみならず、当該製品の構成部品の調達が必要か否かを判定する工程

をさらに設け、当該構成部品の調達が必要であると判定された場合には、当該調達を需

要として、構成部品の複数の供給源から、それら供給源における稼働状況データを含む

情報に基づいて、その需要を満たすための少なくとも一つの第 2 の供給源を選択する

ことによりサプライチェーンを管理することは、当業者であれば容易に想到し得たも

のである。 

 

次に、上記相違点 2 について検討する。 

請求項 1 に係る発明における「仮予約」の生成及び本予約への更新に係る事項は、

引用発明 2にもない事項である。 

本願の請求項 1 に係る発明では、サプライチェーン上の製品につき、需要を満たす

供給源が一または複数選択されれば、まずは、それら選択された供給源に対する供給の

仮予約が生成され、その後、サプライチェーン上必要な全ての供給の仮予約が生成され

た場合に、仮予約が本予約に更新される。これにより、本願の請求項 1 に係る発明で
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は、多くの階層にわたる複雑なサプライチェーンの場合でも、適時に供給の仮予約が生

成されるとともに、本予約に更新されない仮予約の存在から、サプライチェーン上の供

給不足の状態を把握することが可能である。この効果は、引用発明 1 及び 2 からは予

測困難な、有利な効果であるといえる。 

よって、請求項 1 に係る発明における「仮予約」の生成及び本予約への更新に係る

事項は、引用発明 1に引用発明 2を適用する際に行い得る設計変更等(一定の課題を解

決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用)ということはでき

ない。 

 

以上のとおり、本願の請求項 1 に係る発明は、引用文献 1 及び 2 に記載されていな

い発明特定事項を有しており、しかも、かかる事項により、引用発明 1 及び 2 からは

予測困難な有利な効果を有している。したがって、本願の請求項 1 に係る発明は、引

用発明 1 及び 2に対して進歩性を有する。 
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〔事例 27〕 ランニング支援システム 

 

発明の名称 

 ランニング支援システム 

 

特許請求の範囲 

【請求項 1】 

画面インターフェイス及び GPS機能を有する腕時計型デバイスと、当該腕時計型デ

バイスとネットワークを介して通信可能な情報配信サーバとから構成されるランニン

グ支援システムであって、 

 前記腕時計型デバイスは、 

前記画面インターフェイスを介してユーザからコース情報の指定を受け付けるコー

ス情報受付手段と、 

当該コース情報を前記情報配信サーバに送信するとともに、前記ユーザがランニン

グをしている間、GPS 機能によって取得した位置情報と時間情報とを含むランニング

情報を継続的に前記情報配信サーバに送信する送信手段とを有し、 

 前記情報配信サーバは、 

 前記腕時計型デバイスから受信した前記コース情報及びランニング情報に基づいて、

前記コース情報に対応する第 1 のラップタイム情報を作成し、前記情報配信サーバ内

のランニング履歴データベースに記録する記録手段と、 

 前記ランニング履歴データベースに既に記録されている、前記コース情報に対応す

る、複数の第 2 のラップタイム情報を取得する取得手段と、 

 前記第 1 のラップタイム情報と前記第 2 のラップタイム情報との比較に基づいて、

前記ユーザのランニングを支援するランニング支援情報を作成し、前記腕時計型デバ

イスに送信する送信手段とを有し、 

 前記腕時計型デバイスはさらに、 

 前記ランニング支援情報を前記情報配信サーバから受信し、前記画面インターフェ

イス上に表示する表示手段を有し、 

 前記第 2 のラップタイム情報は、前記ユーザとは異なるユーザが有する腕時計型デ

バイスから送信された最新のランニング情報に基づいて作成されたラップタイム情報

であることを特徴とする、ランニング支援システム。 
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本願の図面 

 

 

発明の詳細な説明の概要 

【背景技術】 

自身の過去のランニングの履歴と、現在のランニングに関する情報との比較を提示

する、ユーザが装着可能な腕時計型デバイスが知られている。 

【発明が解決しようとする課題】 

しかしながら、当該腕時計型デバイスを用いて一人でランニングをする場合は、過去

の自身との比較を参照することはできるが、他者との競争感覚を得られないため、ラン

ニングのモチベーションを保つことが困難であった。 

【課題を解決するための手段】 

ユーザは、画面インターフェイス及び GPS機能を備えた腕時計型デバイス(以下、本

項において「デバイス」という)を装着しながらランニングをする。ユーザはランニン

グを開始する前に、デバイスを操作し、これからランニングをするコースを指定する。

当該指定されたコース及びユーザの情報は、情報配信サーバへ送信される。情報配信サ

ーバでは、当該ユーザが指定したコースにてランニングを開始したことを認識する。ラ

ンニング中、デバイスからは継続的に、GPS 機能によって取得したユーザの位置情報

と時間情報とを含むランニング情報が情報配信サーバに送信される。 

 情報配信サーバにおいては、デバイスから送信されたランニング情報に基づいて、当

該ユーザの所定距離間隔ごとのラップタイム情報(第 1 のラップタイム情報)が作成さ

れ、情報配信サーバ内のランニング履歴データベースに格納される。ここで、情報配信

サーバは、ランニング履歴データベース内に、コースごとの過去の複数のユーザのラッ

プタイム情報を保持している。なお、ランニング履歴データベースにおいては、同一コ
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ースについて同一ユーザのラップタイム情報は一つまでしか記憶されず、同一ユーザ

について新たなラップタイム情報が作成された場合は、古いラップタイム情報は新た

なラップタイム情報に上書きされる。 

情報配信サーバは、第 1 のラップタイム情報と、ランニング履歴データベースに格

納されている他の複数のユーザの過去のラップタイム情報(第 2 のラップタイム情報)

とを比較することで、ユーザの仮想的な順位や他のユーザとの仮想的な距離を含む、ラ

ンニング支援情報を作成する。情報配信サーバは、作成されたランニング支援情報を、

ユーザのデバイスに送信する。第 1 のラップタイム情報は、デバイスから送信される

ランニング情報が蓄積されると適宜更新されるので、その度にランニング支援情報も

更新され、デバイスに送信される。 

ユーザのデバイスでは、情報配信サーバから送信されたランニング支援情報が画面

インターフェイス上に表示される。 

【発明の効果】 

 ユーザはランニングの最中、腕時計型デバイス上で、ユーザの仮想的な順位や他のユ

ーザとの仮想的な距離を含む、ランニング支援情報を参照できるので、他者との競争感

覚を得られ、ランニングのモチベーションを保つことができる。  

 

[技術水準(引用発明、周知技術等)] 

引用発明 1（引用文献 1に記載された発明）： 

 画面インターフェイス及び GPS 機能を有する腕時計型デバイスであって、 

 前記腕時計型デバイスは、 

画面インターフェイスを介してユーザからコース情報の指定を受け付けるコース情

報受付手段と、 

前記ユーザがランニングをしている間、前記 GPS 機能によって取得した位置情報と

時間情報とを含むランニング情報に基づいて、前記コース情報に対応する第一のラッ

プタイム情報を作成し、腕時計型デバイス内のランニング履歴データベースに記録す

る記録手段と、 

 前記ランニング履歴データベースに既に記録されている、前記コース情報に対応す

る複数の第 2のラップタイム情報を取得する取得手段と、 

 前記第 1 のラップタイム情報と第 2 のラップタイム情報とを比較することで、前記

ユーザのランニングを支援するランニング支援情報を作成し、前記画面インターフェ

イス上に表示する表示手段とを有する、 

 ことを特徴とする腕時計型デバイス。 

 

(課題) 

 現在のラップタイム情報と、腕時計型デバイスに記録された過去のラップタイム情

報とに基づいて得られる情報をランニング支援情報として提示することで、ユーザは

過去の自分自身のラップタイム情報との比較に関する情報を参照しながら、ランニン

グをすることができる。 
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引用文献 1の図面 

 

 

周知技術： 

サーバと端末とが通信可能なシステムにおいて、端末側の記憶容量、処理負担削減の

ために、端末にて取得したデータをサーバに送信し、サーバにて当該データに基づいて

処理を行い、処理結果をサーバから端末に送信する技術。 

 

[結論] 

 請求項 1に係る発明は、進歩性を有する。 

 

[説明] 

(動機付けについて考慮した事情) 

・課題の共通性 

 引用文献 1 には、端末の記憶容量や処理負荷についての課題は記載されていないも

のの、引用発明 1 の腕時計型デバイスもユーザ側の端末である以上、処理能力や記憶

容量に限度があることは当業者にとって自明な課題である。 

 したがって、引用発明 1 と周知技術とは、課題が共通する。 

 

(拒絶理由がないことの説明) 

請求項 1 に係る発明と引用発明 1とを対比すると、両者は、以下の点で相違する。  

 

(相違点 1) 

請求項 1 に係る発明は腕時計型デバイスと情報配信サーバから構成されるシステム

の発明であって、腕時計型デバイスにて取得したランニング情報を情報配信サーバに

送信し、情報配信サーバにて、第 1 のラップタイム情報と複数の第 2 のラップタイム

情報とを比較することでランニング支援情報を作成し、腕時計型デバイスに送信する
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のに対し、引用発明 1 は腕時計型デバイスの発明であって、第 1 のラップタイム情報

と複数の第 2 のラップタイム情報との比較、及びランニング支援情報の作成が当該腕

時計型デバイス内にて行われる点。  

  

(相違点 2) 

請求項 1 に係る発明では、第 2 のラップタイム情報は、第 1 のラップタイム情報の

ユーザとは異なるユーザが有する腕時計型デバイスから送信された最新のランニング

情報に基づいて作成されたものであるのに対し、引用発明 1 では第 2 のラップタイム

情報について、そのような特定がない点。  

 

上記相違点 1について検討する。 

引用発明 1 の腕時計型デバイスはユーザ側の端末であるから、処理能力や記憶容量

に限度があることは当業者にとって自明な課題である。 

一方、周知技術として、サーバと端末とが通信可能なシステムにおいて、端末側の記

憶容量、処理負荷軽減のために、端末にて取得したデータをサーバに送信し、サーバに

て当該データに基づいて処理を行い、処理結果をサーバから端末に送信する技術が知

られている。 

したがって、引用発明 1 において、記憶容量や処理負荷の観点から、上記周知技術

を適用し、腕時計型デバイスが有するランニング履歴データベースをサーバ側にて管

理するようにし、腕時計型デバイスにて取得したランニング情報をサーバに送信し、当

該サーバにて、第 1 のラップタイム情報と複数の第 2 のラップタイム情報とを比較す

ることでランニング支援情報を作成し、腕時計型デバイスに送信するよう構成するこ

とは、当業者であれば容易に想到し得たものである。 

 

上記相違点 2について検討する。 

引用発明 1 は、過去の自分自身のラップタイム情報との比較に関する情報を参照し

ながら、ランニングを可能とすることを課題としており、引用文献１には、他のユーザ

との比較に関する事項は記載されていない。また、当該事項は、当業者が容易に着想し

得るものともいえない。そのため、異なるユーザが有する腕時計型デバイスから送信さ

れた最新のランニング情報に基づく第 2 のラップタイム情報との比較をすることは、

引用発明 1 に周知技術を適用する際に行い得る設計変更等(一定の課題を解決するため

の技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用)ということはできない。 

さらに、請求項 1 に係る発明は、異なるユーザのラップタイム情報の比較に基づい

てランニング支援情報を作成することにより、ユーザが一人でランニングしていても

他者との競争感覚を得られるという、引用発明 1と比較した有利な効果を有している。 

 

以上の事情を総合的に踏まえると、引用発明 1 に周知技術を適用し、当業者が請求

項 1 に係る発明に容易に想到し得たということはできない。 
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〔事例 28〕 豪雨地点特定システム 

 

発明の名称 

豪雨地点特定システム 

 

特許請求の範囲 

【請求項 1】 

複数の車両が備えるワイパーに装着されたワイパー動作センサ、及び前記ワイパー

動作センサとネットワークを介して接続される分析サーバを備え、 

 前記ワイパー動作センサは、 

 装着されたワイパーの加速度情報を含む動作情報を検出する検出部と、 

 自センサの現在位置情報を取得する取得部と、 

 前記動作情報に前記現在位置情報を対応付けて前記分析サーバに送信する送信部と、 

を有し、 

 前記分析サーバは、 

 複数の前記ワイパー動作センサから、前記動作情報及び現在位置情報を収集する収

集部と、 

 前記収集された複数の動作情報のうち、ワイパーが高速に動作していることを示す

動作情報に対応付けられた現在位置情報を統計的に分析することで、豪雨が発生して

いる地点を特定する分析部と、 

を有する豪雨地点特定システム。 

 

本願の図面 

 
 

発明の詳細な説明の概要 

【発明が解決しようとする課題】 
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 豪雨が発生している地点を詳細に特定する技術が望まれている。 

【課題を解決するための手段】 

豪雨地点を特定するために、車両が備えるワイパーに装着されたセンサを活用する。

当該センサは、ワイパーの加速度情報を含む動作情報を検出し、センサの現在位置情報

に対応付けて、分析サーバへ送信する。 

 分析サーバは、多数の車両のワイパーに装着されたセンサから、上記動作情報及び現

在位置情報を収集する。そして、分析サーバは、当該動作情報に基づいてワイパーが一

定の速度以上で動作しているものを抽出し、当該抽出された動作情報に対応付けられ

た現在位置情報を分析することで、豪雨が発生している地点を特定する。具体的には、

地理空間を一定距離四方のメッシュ状に分割し、前記抽出された動作情報に対応付け

られた現在位置情報を一定数以上含むメッシュを、豪雨が発生している地点と特定す

る。 

 

[技術水準(引用発明、周知技術等)] 

引用発明1（引用文献1に記載された発明）： 

複数の車両が備えるワイパーに装着されたワイパー動作センサ、及び前記ワイパー

動作センサとネットワークを介して接続される分析サーバを備え、 

 前記ワイパー動作センサは、 

 装着されたワイパーの加速度情報を含む動作情報を検出する検出部と、 

 自センサの現在位置情報を取得する取得部と、 

 前記動作情報に前記現在位置情報を対応付けて前記動作情報を前記分析サーバに送

信する送信部と、 

を有し、 

 前記分析サーバは、 

 複数の前記ワイパー動作センサから、前記動作情報を収集する収集部と、 

 前記収集した動作情報と、過去の故障したワイパーの動作情報との比較に基づいて、

故障が生じたワイパーを特定する分析部と、 

 当該特定されたワイパーと、その現在位置情報とを管理者に通知する通知部と、 

を有するワイパー故障検知システム。 

 

(課題) 

 各車両に装着されたワイパー動作センサから、ワイパーの動作情報を収集し、過去の

故障履歴との比較に基づいて、故障が生じたワイパーを特定すること。 
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引用文献 1の図面 

 

引用発明2（引用文献2に記載された発明）： 

複数の携帯端末、及び前記携帯端末とネットワークを介して接続される分析サーバ

を備え、 

 前記携帯端末は、 

 ユーザによるネットワークへの投稿文の入力を受け付ける受付部と、 

 自端末の現在位置情報を取得する取得部と、 

 前記投稿文及び現在位置情報を前記分析サーバに送信する送信部と、 

を有し、 

 前記分析サーバは、 

 複数の携帯端末から、前記投稿文及び現在位置情報を収集する収集部と、 

 前記収集された複数の投稿文のうち、豪雨に関する単語を含む投稿文に対応付けら

れた現在位置情報を統計的に分析することで、豪雨が発生している地点を特定する分

析部と、 

を有する、豪雨地点特定システム。 

 

(課題) 

ユーザの携帯端末から SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に投稿され

た、位置情報を含む投稿文を統計的に分析することで、豪雨が発生している地点を特定

する。 
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引用文献 2の図面 

 

(補足説明) 

 引用発明 2 においては、収集した投稿文を、豪雨に関する単語を含む投稿文に限定

し、当該限定された投稿文に対応付けられた現在位置情報を分析することにより、豪雨

地点を特定する。具体的には、地理空間を一定距離四方のメッシュ状に分割し、前記限

定された投稿文に対応付けられた現在位置情報を一定数以上含むメッシュを、豪雨が

発生している地点と特定する。 

また、豪雨が発生している地点においては、ワイパーを高速に動作させている車両が

多いことは技術常識である。 

 

[結論] 

請求項1に係る発明は、進歩性を有する。 

 

[説明] 

(動機付けについて考慮した事情) 

(1)技術分野の関連性 

 引用発明 1 はワイパーの故障検知に関する発明であり、引用発明 2 は投稿文を用い

ての豪雨地点特定に関する発明であるから、技術分野は関連しない。 

(2)課題の共通性 

 引用発明 1 は、ワイパーの動作情報を収集し、過去の故障履歴との比較によって故

障が生じているワイパーを特定することを課題としており、引用発明 2 は、豪雨に関

する単語を含む投稿文を活用して豪雨地点を特定することを課題としているから、課

題は相違する。 

(3)作用、機能の共通性 
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 引用発明 1 は、収集したワイパーの動作情報を過去の動作情報と比較するものであ

り、引用発明 2 は、位置情報を含む投稿文を統計的に分析することで豪雨地点を特定

するものであるから、作用、機能は相違する。 

 

(拒絶理由がないことの説明) 

請求項 1 に係る発明と引用発明 1とを対比すると、両者は以下の点で相違する。  

(相違点)  

請求項 1 に係る発明では、分析サーバは、収集された複数の動作情報のうち、ワイ

パーが高速に動作していることを示す動作情報に対応付けられた現在位置情報を統計

的に分析することで、豪雨が発生している地点を特定するのに対し、引用発明 1 では、

分析サーバは、収集した動作情報と、過去の故障したワイパーの動作情報との比較に基

づいて、故障が生じたワイパーを特定する点。  

 

(動機付けについて) 

 引用発明 1 の故障検知システムにおいて、引用発明 2 を適用し、かつ技術常識を参

酌することで、ワイパーが高速に動作していることを示す動作情報に対応付けられた

位置情報を分析することによって豪雨地点を特定することに容易に想到し得るかを検

討する。 

上記(動機付けについて考慮した事情)の(1)から(3)までを総合的に考慮すると、引用

発明 1に引用発明 2を適用する動機付けがあるとはいえない。 

 以上の事情を踏まえると、引用発明 1 に引用発明 2 を適用し、かつ技術常識を参酌

することで、当業者が請求項に係る発明に容易に想到し得たということはできない。 
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〔事例 29〕 医療機器保守サーバ 

 

発明の名称 

医療機器保守サーバ 

 

特許請求の範囲 

【請求項 1】 

 事業者が保有する複数の医療機器のメンテナンスの実施に係るメンテナンス計画を

作成する医療機器保守サーバであって、 

医療機器に装着されたセンサから収集した、当該医療機器の稼働状況に関する情報

をネットワークを介して収集し、稼働状況記憶部に記録する収集部と、 

 前記稼働状況記憶部に記録された前記稼働状況を分析することで、各医療機器が含

む消耗品の劣化度を算出し、消耗品状況記憶部に記録する分析部と、 

事業者と当該事業者が保有する複数の医療機器との情報とを対応付けた医療機器情

報データベースと、 

 前記消耗品状況記憶部に記録された各消耗品の前記劣化度、及び前記医療機器情報

データベースに記録された情報に基づいて、事業者ごとに、複数の医療機器のメンテナ

ンスの時期と交換対象の消耗品の情報とを集約したメンテナンス計画を作成し、メン

テナンス計画記憶部に記録する計画部と、 

を有する、医療機器保守サーバ。 

 

本願の図面 
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発明の詳細な説明の概要 

【背景技術】 

医療機関等の事業者にとって、保有する医療機器のメンテナンスをいかに効率的に

行うかは重要な問題であった。従来、医療機器の各所に装着されたセンサから当該医療

機器の稼働状況に関するデータを収集し、収集したデータを分析することで、当該医療

機器が含む消耗品の劣化状況を推測し、それに基づいて、当該医療機器が故障する前に

適切にメンテナンスを実行するための、メンテナンス期限を医療機器に通知する技術

が知られている。 

【発明が解決しようとする課題】  

しかし、事業者は多数の医療機器を保有することも多く、医療機器についてのメンテナ

ンス期限を管理することは煩雑である。そこで、事業者にとっては、自身が保有する全

ての医療機器のメンテナンスに関する情報を集約したメンテナンス計画の提供を受け

られることが望ましい。 

【課題を解決するための手段】 

本願発明では、医療機器に装着されたセンサから収集した医療機器の稼働状況に関

するデータと、事業者が保有する医療機器の情報とに基づいて、事業者ごとに、当該事

業者が保有する医療機器についてのメンテナンス計画を作成する。 

具体的な実施例について述べる。 

事業者は MRI 等、複数種類の医療機器を保有しており、各医療機器には各種のセン

サが装着されている。医療機器保守サーバは、センサが取得した医療機器の稼働状況に

関するデータをネットワークを介して収集し、稼働状況データとして、稼働状況記憶部

に記録する。 

医療機器保守サーバは、事業者と当該事業者が保有する医療機器との情報とを対応

付けた医療機器情報データベースを備える。 

そして、医療機器保守サーバは収集された稼働状況データを分析することで、各医療

機器が含む消耗品の劣化度を算出し、消耗品状況記憶部に記録する。医療機器の稼働状

況データから消耗品の劣化度を算出する手法については、公知の手法を用いる。 

続いて、医療機器保守サーバの計画部が、前記消耗品状況記憶部に記録された各消耗

品の劣化度、及び医療機器情報データベースに記録された情報に基づいて、事業者ごと

に、保有する医療機器のメンテナンスの時期と交換対象の消耗品の情報とを含むメン

テナンス計画を作成し、メンテナンス計画記憶部に記録する。前記メンテナンス計画

は、次回のメンテナンスをいつ行い、その際に、当該事業者が保有するどの医療機器の

どの消耗品を交換すべきか、との情報を含み、交換時期が近い消耗品については同一の

タイミングでまとめて交換するなど、事業者にとって効率的なメンテナンスが行える

ようメンテナンス計画が作成される。 

作成されたメンテナンス計画は、医療機器保守サーバから、事業者に提供される。事

業者は提供されたメンテナンス計画をそのまま又は適宜改変するなどして、メンテナ

ンス業者にメンテナンスを依頼する。 

【発明の効果】 

本願発明では、センサから収集した医療機器の稼働状況データに基づいて、各事業者

向けに、当該事業者が保有する複数の医療機器のメンテナンス時期及び交換対象の消
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耗品に関する情報を含むメンテナンス計画を作成し、事業者に提供するため、多数の医

療機器を保有する事業者にとって、メンテナンスの計画に関する検討負担が軽減する。 

 

（補足説明） 

 医療機器保守サーバの計画部における、事業者ごとにメンテナンス計画を作成する

情報処理の内容は、発明の詳細な説明及び図面にてフローチャート等を用いて具体的

に記載されている。 

 

[技術水準(引用発明、周知技術等)]  

引用発明 1（引用文献 1に記載された発明）： 

特定の医療機器のメンテナンスの必要性を判定する医療機器保守サーバであって、 

医療機器に装着されたセンサから収集した、当該医療機器の稼働状況に関する情報

をネットワークを介して収集し、稼働状況記憶部に記録する収集部と、 

 前記稼働状況記憶部に記録された前記稼働状況を分析することで、当該医療機器が

含む複数の消耗品の劣化度を算出し、消耗品状況記憶部に記録する分析部と、 

 前記消耗品状況記憶部に記録された各消耗品の前記劣化度に基づいて、当該医療機

器のメンテナンスの期限と交換対象の消耗品の情報を含むメンテナンス情報を作成し、

メンテナンス情報記憶部に記録する作成部と、 

を有する、医療機器保守サーバ。 

 

(課題) 

 医療機器に装着されたセンサから収集した情報に基づいて、医療機器を構成する消

耗品の劣化状況を推測し、それに基づいて、当該医療機器が故障する前に実施すべきメ

ンテナンスの期限を決定する。 

 

引用文献 1の図面 
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［結論］ 

請求項 1 に係る発明は、進歩性を有する。  

 

［説明］ 

(拒絶理由がないことの説明) 

請求項 1 に係る発明と、引用発明 1とを対比すると、両者は以下の点で相違する。  

(相違点)  

請求項 1 に係る発明では、医療機器保守サーバが、事業者と当該事業者が保有する

複数の医療機器との情報とを対応付けた医療機器情報データベースを有し、複数の医

療機器を有する事業者ごとにメンテナンス計画を作成するのに対し、引用発明1では、

特定の医療機器についてのメンテナンス情報を作成するものの、複数の医療機器を有

する事業者ごとのメンテナンス計画の作成はしない点。  

 

上記相違点について検討する。 

引用発明 1 は、特定の医療機器が故障する前に実施すべきメンテナンスの期限を決

定することを課題としている。事業者ごとの複数の医療機器のメンテナンス計画を作

成する事項は引用発明 1 の課題と異なり、当業者が容易に着想し得るものともいえな

い。したがって、事業者と当該事業者が保有する複数の医療機器との情報とを対応付け

た医療機器情報データベースを有することや、事業者ごとに集約された複数の医療機

器のメンテナンス計画を作成するようにすることは、引用発明 1 からの設計変更等(一

定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用)とい

うことはできない。 

さらに、請求項 1 に係る発明は、相違点に係る事項を有することにより、多数の医

療機器を保有する事業者にとって、メンテナンスの計画に関する検討負担が軽減する

という、引用発明 1 と比較した有利な効果を有している。 

 

以上の事情を総合的に踏まえると、引用発明 1 に基づいて、当業者が請求項 1 に係

る発明に容易に想到し得たということはできない。 
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〔事例 30〕 建設機械保守サーバ 

 

発明の名称 

建設機械保守サーバ 

 

特許請求の範囲  

【請求項 1】 

 建設機械に装着されたセンサから、当該建設機械の稼働状況データをネットワーク

を介して収集し、稼働状況記憶部に記録する収集部と、 

 前記収集した稼働状況データに特定の異常前兆パターンが含まれると検知した場合

には、前記建設機械のメンテナンスが必要と判定する判定部と、 

 メンテナンスが必要と判定された場合に、所定期間分の前記稼働状況データに対し

て、機械学習により生成された推測モデルを適用することで、交換が必要な消耗品を推

測する推測部と、 

 メンテナンス作業時に実際に交換した消耗品の情報の入力を受け付け、当該情報に

基づいて前記推測モデルを更新する更新部と、 

を有する、建設機械保守サーバ。 

  

本願の図面  

 

 

発明の詳細な説明の概要  

【背景技術】 

 建設機械の稼働状況データを収集し、分析することで、故障を事前検知し、実際の故
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障が生じる前にメンテナンスを行う技術があった。 

【発明が解決しようとする課題】 

建設機械の点検、整備などの保守をいかに効率的、効果的に行って、保守に要する全

体のコストを低減させるかは、重要である。建設機械のメンテナンスにおいては、建設

機械を構成する複数の消耗品の交換をする必要があり、特に、多数の消耗品を含む建設

機械においては、メンテナンス業者は、どの消耗品を交換しなければならないのか、実

際のメンテナンス作業を行うまで分からず、事前準備が煩雑であった。  

【課題を解決するための手段】 

 建設機械の故障を事前検知するとともに、メンテナンス時に必要な交換消耗品の情

報を推測し、メンテナンス作業者に提供する。 

 メンテナンス対象の建設機械には、複数の各種センサが装着され、当該建設機械の稼

働状況に関する情報である稼働状況データを、ネットワークを介して、建設機械保守サ

ーバに送信する。稼働状況データとしては、建設機械の稼働時間、消費電力、温度、振

動値等、稼働に関する種々のデータがある。 

 建設機械保守サーバにおいては、故障の事前検知のための特定の異常前兆パターン

をあらかじめ保持している。そして判定部が、収集した稼働状況データに当該異常前兆

パターンに合致するパターンを発見したときは、当該建設機械のメンテナンスが必要

と判定する。 

 前記判定がなされた場合は、推測部が、当該判定がなされた建設機械の稼働状況デー

タに推測モデルを適用することで、当該建設機械において交換が必要な消耗品を推測

する。推測モデルは、建設機械の稼働状況データの入力に対して、交換が必要と推測さ

れる消耗品を出力するものである。当該推測モデルは、メンテナンスが必要と判定され

た際の建設機械の稼働状況データと、実際に交換された消耗品の履歴データを機械学

習することで作成される。 

当該推測モデルは、消耗品の交換が行われるたびに、メンテナンス作業者から、実際

に交換した消耗品についての情報をフィードバックとして受けて更新されるため、メ

ンテナンス作業を繰り返すことで、推測の精度が向上する。 

 さらに、建設機械の稼働状況データの分析に基づいて、稼働状況に関するレポートを

作成し、当該建設機械の使用者に提供することができる。当該稼働状況に関するレポー

トは、建設機械の稼働状況の履歴に関する情報、使用方法についての指導、故障に対す

る予防策を含む。 

【発明の効果】 

 本願発明により、建設機械の故障を事前検知するとともに、メンテナンス時に必要な

交換消耗品の情報を推測し、メンテナンス作業者に提供することができる。 

 

（補足説明） 

 建設機械保守サーバの推測部における、推測モデルを作成する情報処理の内容は、発
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明の詳細な説明及び図面にてフローチャート等を用いて具体的に記載されている。 

 

[技術水準(引用発明、周知技術等)]  

引用発明 1（引用文献 1に記載された発明）： 

 建設機械に装着されたセンサから、当該建設機械の稼働状況データをネットワーク

を介して収集し、稼働状況記憶部に記録する収集部と、 

 当該建設機械のメンテナンスが必要な場合に、所定期間分の前記稼働状況データに

対して、機械学習により生成された推測モデルを適用することで、交換が必要な消耗品

を推測する推測部と、 

 メンテナンス作業時に実際に交換した消耗品の情報の入力を受け付け、当該情報に

基づいて前記推測モデルを更新する更新部と、 

を有する、建設機械保守サーバ。 

 

(課題) 

建設機械に故障が生じる前に行うメンテナンスにおいて、推測モデルを用いて交換

が必要な消耗品を推測することで、メンテナンス作業者の利便を図ること。 

 

引用文献 1の図面 

 

 

 

引用発明 2（引用文献 2に記載された発明）： 

建設機器に装着されたセンサから、当該建設機械の稼働状況データをネットワーク

を介して収集して記憶部に記憶し、当該記憶した稼働状況データに特定の異常前兆パ

ターンが含まれると検知した場合に、当該建設機械のメンテナンスが必要と判定し、特

定の者にその旨を通知するサーバ。 
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(課題) 

 建設機械の稼働状況データを監視することで故障の予兆を検知し、実際に故障が生

じる前にメンテナンスを行うこと。 

 

［結論］ 

請求項 1 に係る発明は、進歩性を有しない。  

 

［拒絶理由の概要］ 

請求項 1 に係る発明と、引用発明 1とを対比すると、両者は以下の点で相違する。  

(相違点)  

請求項 1 に係る発明では、稼働状況データに特定の異常前兆パターンが含まれると

検知した場合に、建設機械のメンテナンスが必要と判定する判定部を有するのに対し、

引用発明 1では、かかる判定部を有しない点。 

 

 上記相違点について検討する。 

引用発明 2 は、建設機器に装着されたセンサから、当該建設機械の稼働状況データ

をネットワークを介して収集して記憶部に記憶し、当該記憶した稼働状況データに特

定の異常前兆パターンが含まれると検知した場合に、当該建設機械のメンテナンスが

必要と判定するサーバの発明であるから、引用文献 2 には、建設機械のメンテナンス

の必要性を判定する手段として、稼働状況データ中の特定の異常前兆パターンを検知

することにより判定する手段が記載されていると認められる。 

引用発明 1 及び 2 は、ともに建設機械のメンテナンスに関するものであるから、技

術分野が共通する。また、両発明は、実際の故障が生じる前に建設機械のメンテナンス

を適切に行うものであるから、課題が共通する。さらに、両発明は、ともにセンサから

建設機械の稼働状況データを収集、分析することで、建設機械のメンテナンスのための

情報を出力するものであるから、機能が共通する。 

以上の事情を総合考慮すると、引用発明 1 に引用発明 2 を適用し、稼働状況データ

に特定の異常前兆パターンが含まれると検知した場合に、建設機械のメンテナンスが

必要と判定する判定部を設けることは、当業者が容易に想到することができたもので

ある。 

 

［説明］ 

(動機付けについて考慮した事情) 

(1) 技術分野の関連性 

引用発明 1 及び 2 は、ともに建設機械のメンテナンスに関するものであるから、技

術分野が共通する。 

(2) 課題の共通性 
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引用発明 1 及び 2 は、実際の故障が生じる前に建設機械のメンテナンスを適切に行

うものであるから、課題が共通する。 

(3) 機能の共通性 

引用発明 1 及び 2 は、ともにセンサから建設機械の稼働状況データを収集、分析す

ることで、建設機械のメンテナンスのための情報を出力するというものであるから、機

能が共通する。 

 

［出願人の対応］ 

 請求項 1において、「建設機械の稼働状況データの分析に基づいて、稼働状況に関す

るレポートを作成し、当該建設機械の使用者に提供する提供部」を補正により追加する

ことで、本拒絶理由は解消する。 
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